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別紙1 

誘導灯及び誘導標識の設置を要しない防火対象物又はその部分について 

                              （階段又は傾斜路以外の部分） 

１ 避難口誘導灯 （規則第28条の2第1項関係） 
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２ 通路誘導灯（規則第28条の2第2項関係） 
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別紙2 
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別紙3 
誘導灯の設置箇所 

１ 避難口誘導灯 の設置箇所（規則第28条の3第3項第1号） 

 イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口（室内の各部分から容易に避難することができる

ものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。） 
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ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付き
の防火シャッターを含む。）がある場所（自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が
設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常照明が設けられている場合を
除く。 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 通路誘導灯 の設置箇所（規則第28条の3第3項第2号） 

 イ 曲り角 

 

 
 
 
 
 
 
 ロ 前１イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所 

 

 

 

 
 ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。）を通路誘導灯の有効範囲内に包含するた

めに必要な箇所 
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別紙４ 

         避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順 

 １ 規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける（○Ａ ）。 

 ２ 曲り角に通路誘導灯を設ける（○Ｂ）。 

 ３ 主要な避難口（規則第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口）に設置される避難口誘導灯の有効範囲内

の箇所に通路誘導灯を設ける（○Ｃ）。 

 ４ 廊下又は通路の各部分について、○Ａ ～○Ｃの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範

囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける（○Ｄ）。 

 ５ 以上のほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有

効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


